
JP 2010-46802 A 2010.3.4

(57)【要約】
【課題】記入された個人情報が外部から認識できない状
態にし、余分なゴミがでないようにして封書を作成する
ことができる控え用紙付き封書作成用紙を提供する。
【解決手段】３枚のシート状基材が重ね合わされ、最上
位の第１シート状基材が表面に記入欄を有する申込み控
え用紙であり、上から２枚目の第２シート状基材と３枚
目の第３シート基材とが接着一体化され、第３シート基
材の粘着剤塗布領域の粘着剤上に第２シート基材の剥離
剤塗布領域が重ね合わされ剥離可能に貼り付けられた状
態を有し、第２シート基材に、前記剥離剤塗布領域が設
けられた部分と、それ以外の部分と、の間に切り込み線
が形成され、第２シート基材の剥離剤塗布領域を有する
部分だけを分離可能とし、第２シート基材の上面であっ
て、裏面側に前記剥離剤塗布領域位置する領域と重なる
領域に接着剤が塗布された領域に接着剤塗布領域を有し
、接着剤塗布領域の接着剤とが接着されている。
【選択図】　　　　図１



(2) JP 2010-46802 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも矩形状を有する３枚のシート状基材が重ね合わされ、最上位の第１シート状
基材が、表面に記入欄を有する申込み控え用紙であり、上から２枚目の第２シート状基材
と３枚目の第３シート基材とが接着一体化されて封書を作成するための封書作成用紙であ
る控え用紙付き封書作成用紙であって、
　前記第３シート基材には、左右方向の中央に縦方向の第３折り畳み用ミシン目が形成さ
れ、更に、上下左右の各々の端辺に沿って縦横方向に切り取り用ミシン目がそれぞれ形成
され、
　前記第３シート基材の前記第３折り畳み用ミシン目で区画される左側基材上において、
前記各切り取り用ミシン目が形成された部分と、各端辺との間の領域に粘着剤が塗布され
た粘着剤塗布領域を有し、また前記左側基材上の粘着剤塗布領域以外の領域と、前記第３
シート基材の前記第３折り畳み用ミシン目が形成された右側基材上の全面領域と、に接着
剤が塗布された接着剤塗布領域を有し、
　前記第２シート状基材には、左右方向の中央に縦方向の第２折り畳み用ミシン目が形成
され、更に、前記第２シート基材の前記第２折り畳み用ミシン目で区画される右側基材に
は、前記第３シート基材に形成された切り取り用ミシン目と重なる部分に切り取り用ミシ
ン目が形成され、
　前記第２シート基材の前記第２折り畳み用ミシン目で区画される左側基材の裏面には、
前記第３シート基材の粘着剤塗布領域と重なる領域に、剥離剤が塗布された剥離剤塗布領
域を有し、前記第３シート基材の粘着剤塗布領域の粘着剤上に、前記第２シート基材の剥
離剤塗布領域の剥離剤が重ね合わされて、剥離可能に貼り付けられた状態を有し、更に、
前記第２シート基材に、前記剥離剤塗布領域が設けられた部分と、それ以外の部分と、の
間に切り込み線が形成されて、前記第２シート基材の剥離剤塗布領域を有する部分だけを
分離可能とし、前記第２シート基材の上面であって、裏面側に前記剥離剤塗布領域位置す
る領域と重なる領域に接着剤が塗布された接着剤塗布領域を有し、
　前記第１シート状基材の裏面と、前記第２シート基材の上面に設けられた接着剤塗布領
域の接着剤とが接着されていることを特徴とする控え用紙付き封書作成用紙。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、口座振替の申込みを郵送で行なう際などに使用するための、控え用紙と、葉
書作成用紙とを一体化させた構成を有する控え用紙付き封書作成用紙に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、口座振替の申込みを郵送で行なうには、口座振替申込葉書シートを用いるという
方法があった。
　この口座振替申込葉書シートは、裏面に宛名情報記入部が設けられ、また表面に口座振
替に必要な事項を記入するための事項記入欄が設けられた葉書紙片と、更に、表面に、こ
の葉書紙片の事項記入欄に必要事項を記入する際の記入要領が記載され、該表面を葉書紙
片の表面に折り合わせて事項記入欄を隠蔽する隠蔽紙片とを折り部を境に連接されてなり
、前記隠蔽紙片の重ね合わせ面の全体に剥離後再接着可能な接着剤を設ける一方、前記接
着剤を保護するための剥離紙で形成した保護片が設けられてなる構成を有している。
【０００３】
　そして、口座振替申込葉書シートから口座振替申込葉書を作成するには、隠蔽紙片の表
面に記載されている記入要領を参考にしながら、葉書紙片の事項記入欄に申込者の隠蔽す
べき個人情報を記入した後、隠蔽紙片の保護片を剥離し、葉書紙片の表面と、隠蔽紙片の
表面と、を折り部から折り重ね合わせ、接着剤で三辺を剥離不能に接着していた。
【０００４】
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　上記従来の方法では、二枚の紙片を剥離可能に接着した葉書を用いて口座振替申込を行
なうので、二紙片を剥離すれば申込の内容を第三者が視認可能であって、親展性に欠ける
という問題があった。
【０００５】
　また、他の方法として、二枚の紙片を２つに折り畳んで接着して封書を作成して口座振
替申込を行なうことも知られている。（例えば、特許文献１参照）
　しかしながら、２つに折り畳んだ紙片を透かして内部に記載された内容を盗み見られる
という危険性もあり、この場合も親展性に欠けるという問題があった。
【０００６】
　また、例えば、申込書を封書化させて郵送する場合には、図８に示すように、申込者側
が不要部分の切り取りを行い、所定部分に糊付けを行なった後に巻き折りすることで、封
書を作成することができるように構成された巻き折り加工用紙３０などが知られている。
　このような封書作成用紙を有する巻き折り用紙については、既に種々の仕様のものが知
られている。（例えば、特許文献２～４参照）
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－１０５４６７号公報
【特許文献２】特開２００２－５４３２３号公報
【特許文献３】特開２００３－２００６８０号公報
【特許文献４】特開２００３－４３２７１５号公報
【特許文献５】特開２００６－４４０８０号公報
【０００８】
　しかしながら、従来の封書作成用紙を有する用紙は、封書を作成する際に、糊代部分に
顧客が自分で糊付けを行なわなければならないので不便であるという問題がある。
　また、顧客が、封書作成用紙片に個人情報を直接記入した場合には、筆圧により用紙に
凹凸が形成されたり、筆跡が封書の外側から透かして見えたりして、記入事項が認識しや
すく、個人情報が漏洩する危険性が高いという問題がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、本発明は、封書作成用紙から封書を作成する際に、糊代部分に顧客が自分で糊
付けを行なう必要がなく、また、封書作成用紙で作成された封書に記入された個人情報が
、外部から認識できない状態にして親展性を有し、更に、封書作成用紙から封書を作成す
る際に、余分なゴミがでないようにして封書を作成することができる控え用紙付き封書作
成用紙を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の控え用紙付き封書作成用紙は、少なくとも矩形状を有する３枚のシート状基材
が重ね合わされ、最上位の第１シート状基材が、表面に記入欄を有する申込み控え用紙で
あり、上から２枚目の第２シート状基材と３枚目の第３シート基材とが接着一体化されて
封書を作成するための封書作成用紙である控え用紙付き封書作成用紙であって、前記第３
シート基材には、左右方向の中央に縦方向の第３折り畳み用ミシン目が形成され、更に、
上下左右の各々の端辺に沿って縦横方向に切り取り用ミシン目がそれぞれ形成され、前記
第３シート基材の前記第３折り畳み用ミシン目で区画される左側基材上において、前記各
切り取り用ミシン目が形成された部分と、各端辺との間の領域に粘着剤が塗布された粘着
剤塗布領域を有し、また前記左側基材上の粘着剤塗布領域以外の領域と、前記第３シート
基材の前記第３折り畳み用ミシン目が形成された右側基材上の全面領域と、に接着剤が塗
布された接着剤塗布領域を有し、前記第２シート状基材には、左右方向の中央に縦方向の
第２折り畳み用ミシン目が形成され、更に、前記第２シート基材の前記第２折り畳み用ミ
シン目で区画される右側基材には、前記第３シート基材に形成された切り取り用ミシン目
と重なる部分に切り取り用ミシン目が形成され、前記第２シート基材の前記第２折り畳み
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用ミシン目で区画される左側基材の裏面には、前記第３シート基材の粘着剤塗布領域と重
なる領域に、剥離剤が塗布された剥離剤塗布領域を有し、前記第３シート基材の粘着剤塗
布領域の粘着剤上に、前記第２シート基材の剥離剤塗布領域の剥離剤が重ね合わされて、
剥離可能に貼り付けられた状態を有し、更に、前記第２シート基材に、前記剥離剤塗布領
域が設けられた部分と、それ以外の部分と、の間に切り込み線が形成されて、前記第２シ
ート基材の剥離剤塗布領域を有する部分だけを分離可能とし、前記第２シート基材の上面
であって、裏面側に前記剥離剤塗布領域位置する領域と重なる領域に接着剤が塗布された
接着剤塗布領域を有し、前記第１シート状基材の裏面と、前記第２シート基材の上面に設
けられた接着剤塗布領域の接着剤とが接着されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　したがって、本発明の控え用紙付き封書作成用紙は、予め密封するための粘着剤がシー
ト基材の所定部分に塗布されているので、封書作成用紙から封書を作成する際に、糊代部
分に顧客が自分で糊付けを行なう必要がなく、また、封書を構成するシート基材が２枚重
ね合わされた構成を有しているので、封書作成用紙で作成された封書に記入された個人情
報が、外部から認識できない状態とすることで親展性を有し、更に、最上位の第１シート
状基材を剥がす際に、第２シート基材の所定部分が第１シート状基材に貼付されたまま剥
離されるので、封書作成用紙から封書を作成する際に、余分なゴミがでないようにするこ
とができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態に係る控え用紙付き封書作成用紙を図面に基づいて詳細に説明
する。
　図１には、本発明の実施形態に係る控え用紙付き封書作成用紙の斜視図が示され、図２
には、図１のＡ－Ａ線断面図が示され、図３には、図１のＢ－Ｂ線断面図が示され、図４
には、本発明の実施形態に係る控え用紙付き封書作成用紙を構成する各用紙を分離させた
状態の平面図が示されている。
　図１乃至図４に示すように、本発明の実施形態に係る控え用紙付き封書作成用紙１は、
少なくとも矩形状を有する３枚のシート状基材が重ね合わされており、その最上位の第１
シート状基材２が、表面に記入欄を有する申込み控え用紙であり、上から２枚目の第２シ
ート状基材３と３枚目の第３シート基材４とが接着一体化された状態となっており、それ
らを２つに折り畳んで封書を作成できるように構成されている。
【００１３】
　次に、控え用紙付き封書作成用紙１を構成する各シート状基材について説明する。
　最初に、図４に基づいて最下位の第３シート基材４から説明する。
　最下位の第３シート基材４には、左右方向の中央部分に、縦方向の第３折り畳み用ミシ
ン目５が形成されている。
　更に、第３シート基材４には、その上端、下端、左端、右端、の各々の端辺に沿って、
各々の端辺から所定間隔を空けて、縦横方向にそれぞれ切り取り用ミシン目６，７，８，
９が形成されている。
　そして、第３シート基材４に形成された第３折り畳み用ミシン目５で区画される左側基
材上には、切り取り用ミシン目６，７，８が形成された部分と、その外側の各端辺との間
の領域に、粘着剤１４が塗布された粘着剤塗布領域を有する。
【００１４】
　また、第３シート基材４の前記左側基材上の粘着剤塗布領域以外の領域と、前記第３シ
ート基材４の前記第３折り畳み用ミシン目５が形成された右側基材上の全面領域と、には
それぞれ接着剤１５が塗布された接着剤塗布領域を有する。
【００１５】
　次に、第２シート状基材３には、左右方向の中央部分に、縦方向の第２折り畳み用ミシ
ン目１０が形成されている。
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　また、第２シート基材３の第２折り畳み用ミシン目１０で区画される右側基材には、第
３シート基材４に形成された切り取り用ミシン目６，７，９と重なる部分に、切り取り用
ミシン目１１，１２，１３が形成されている。
【００１６】
　更に、第２シート基材３の第２折り畳み用ミシン目１０で区画される左側基材の裏面に
は、第３シート基材４の粘着剤１４が塗布された粘着剤塗布領域と重なる領域に、剥離剤
１６が塗布された剥離剤塗布領域を有している。
　そして、第３シート基材４の粘着剤１４が塗布された粘着剤塗布領域の粘着剤上に、第
２シート基材３の剥離剤塗布領域の剥離剤１６が剥離可能に貼り付けら重ね合わされてい
る。
【００１７】
　第２シート基材３には、剥離剤１６が塗布された剥離剤塗布領域が設けられた部分と、
それ以外の部分と、の間に切り込線１７が形成されていて、第２シート基材３の剥離剤１
６が塗布された剥離剤塗布領域を有する部分だけを分離可能としてある。
　第２シート基材３の上面であって、裏面側に前記剥離剤１６が塗布された剥離剤塗布領
域に位置する領域と重なる領域には、接着剤１８が塗布された接着剤塗布領域を有してお
り、前記第１シート状基材２の裏面と、前記第２シート基材３の上面に設けられた接着剤
塗布領域の接着剤１８とが接着されている。
【００１８】
　第１シート状基材２は、左右方向の中央部分に、縦方向の第１折り畳み用ミシン目２１
が形成されている。
　また、第１シート状基材２の表面には、所望の領域に記入部１９が設けられている。
　第１シート状基材２の裏面と、第２シート基材３の表面とは、例えば、発色剤及び顕色
剤を用いたノーカーボン複写方式やカーボン複写方式などにより複写可能に構成されてお
り、第１シート状基材２の表面の記入部１９に記入した内容が、第２シート基材３の表面
の複写記入部２０に複写されて記入できるように構成されている。
【００１９】
　次に、控え用紙付き封書作成用紙１の使用方法を説明する。
　まず、控え用紙付き封書作成用紙１の使用者は、図１に示すように、第１シート状基材
２の記入部１９に必要事項を記入する。
　そして、記入部１９に記入された内容は、第２シート基材３の表面の複写記入部２０に
複写される。
【００２０】
　次に、必要事項を記入した使用者は、申込み控え用紙である第１シート状基材２の右側
端部あたりを持って、捲り上げをことで、図５に示すように、第２シート基材３及び第３
シート基材４から第１シート状基材２を分離させる。
　この際に、第２シート基材３の第２折り畳み用ミシン目１０で区画される左側基材の内
、切り込線１７で区画される外側の部分の表面が、接着剤１８により第１シート状基材２
の裏面側で接着状態となっていることから、その部分が第１シート状基材２に付着された
まま剥離される。
　この際に、第２シート基材３の切り込線１７で区画される外側の部分の裏面に剥離剤が
塗布されていることから、第３シート基材４の粘着剤塗布領域に塗布された粘着剤１４か
ら剥離させることができる。
【００２１】
　そして、図５に示すように、第２シート基材３の第２折り畳み用ミシン目１０で区画さ
れる左側基材の切り込線１７で区画される外側の部分だけが剥離されることで、第３シー
ト基材４の表面に設けられた粘着剤塗布領域の粘着剤が表出された状態となる。
　次に、図６に示すように、重ね合わされた状態の第２シート基材３及び第３シート基材
４を、第２折り畳み用ミシン目１０の部分から２つに折り畳んだ後に、第３シート基材４
の粘着剤塗布領域に塗布された粘着剤１４により、三辺周縁部を接着させることで密封さ
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れた封書を作成する。
　そして、その封書を郵便ポストに投函するなどして郵送する。
【００２２】
　次に、その封書の受取人は、図７に示すように、切り取り用ミシン目６，７，９から切
り取ることで、接着された三辺周縁部を分離させて開封させ、複写記入部２０に表示され
た内容を見ることができる。
【００２３】
　上記のように、本発明の控え用紙付き封書作成用紙は、封書作成用紙から封書を作成す
る際に、糊代部分に顧客が自分で糊付けを行なう必要がなく、また、封書作成用紙で作成
された封書に記入された個人情報が、外部から認識できない状態にして親展性を有し、更
に、封書作成用紙から封書を作成する際に、余分なゴミがでないようにして封書を作成す
ることができるように構成されている。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施形態に係る控え用紙付き封書作成用紙の斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ線断面図である。
【図４】本発明の実施形態に係る控え用紙付き封書作成用紙を構成する各用紙を分離させ
た状態を示す平面図である。
【図５】本発明の実施形態に係る控え用紙付き封書作成用紙の使用方法を説明するための
斜視図である。
【図６】本発明の実施形態に係る控え用紙付き封書作成用紙で作成された封書の斜視図で
ある。
【図７】本発明の実施形態に係る控え用紙付き封書作成用紙で作成された封書を開封させ
た状態を示す斜視図である。
【図８】従来の巻き折り加工用紙の平面図である。
【符号の説明】
【００２５】
　　　　　１　控え用紙付き封書作成用紙
　　　　　２　第１のシート状基材
　　　　　３　第２のシート状基材
　　　　　４　第３のシート状基材
　　　　　５　第３畳み用ミシン目
　　　　　６，７，８，９，１１，１２，１３　切り取り用ミシン目
　　　　　１０　第２折り畳み用ミシン目
　　　　　１４　粘着剤
　　　　　１５　接着剤
　　　　　１６　剥離剤
　　　　　１７　切り込線
　　　　　１８　接着剤
　　　　　１９　記入部
　　　　　２０　複写記入部
　　　　　２１　第１折り畳み用ミシン目
　　　　　３０　巻き折り加工用紙
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